
平成２６年 ３月１０日制定  

令和８年３月２５日更新  

いじめ防止対策委員会  

学校いじめ防止基本方針（御殿場市立神山小学校） 

原稿 

１ 基本方針の策定にあたって 

いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為です。しかし、どの子供にも、どこでも

起こりうることを踏まえ、すべての子供に向けた対応が求められます。 いじめられた子どもは心身とも

に傷付いています。その大きさや深さは、本人でなければ実感できません。いじめた子供や周りの子

供が、そのことに気付いたり、理解しようとしたりすることが大切です。いじめが重篤になればなるほど、

状況は深刻さを増し、その対応は難しくなります。そのため、いじめを未然に防止することが最も重要

です。  

以上の考えにより、本方針を策定します。 

（１） いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍している学校など、当該児童と一定の人

間関係にある他の児童等が行う心理的または、物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が、心身の苦

痛を感じているものをいう。 

（２） いじめの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ いじめの防止等の対策のための組織 

＜いじめ防止対策委員会（以下、委員会）＞ 

構成員：校長、教頭、教務主任、該当の担任、生徒指導主任、養護教諭 

 

＜拡大いじめ防止対策委員会（以下、拡大委員会）＞ 

構成員：いじめ防止対策委員に以下のメンバーを加えて組織する 

全職員、ＰＴＡ会長・副会長、スクールカウンセラー、子ども家庭センター臨床心理士、学

校教育相談員・御殿場警察署員 

 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。 

・仲間外れ、集団から無視をされる。 

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする。 

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

・金品をたかられる。 

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたりさせられたりする。 

・パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いじめが「解消されている」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。 

①被害児童に対する心理的または物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が、３か月以上継続し

ていること。 

②被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。 

いじめ対応フローチャート 

１．いじめの情報を入手 ≪いじめ事象の発見・情報源≫ 

〇児童・保護者からの訴え  〇生活アンケート 

〇日常の観察  〇教育相談 〇周囲からの情報 

〇児童間トラブル                等 

情報を得た教職員 生徒指導主任 

管理職 

※いじめ対策委員会

の招集・指揮 

※状況により市教委

へ一報（情報共有） 

≪情報共有≫ 

※状況確認及び各職員から、気にな

る状況等を集約 

２．組織的な実態把握 

３．指導方針・体制の決定 ≪いじめ防止対策委員会≫ 

① 入手した情報の報告・共通理解 

② 調査方針・役割分担等の決定 

③ 調査・聞き取りの実施 

④ 情報集約・事実関係の把握 

⑤ 調査資料の整理・保護者への連絡 

【重大事態か否かの判断・認知】 

※被害児童・保護者に詳細を確認、

教育委員会へ報告 

保護者 

（説明） 

教職員【職員会議】 

御殿場市教育委員会 

警察 

※いじめ事案の内容

によっては、相談・

通用し連携する 

４．組織的な指導・支援 

≪指導・支援≫ 

≪継続指導・経過観察≫ 
保護者 

（適宜連絡） 

御殿場市教育委員会 

（適宜報告） 

≪解消≫ 

未然防止の取り組みを行う学校体制 

（生活アンケートの実施、教育相談日の設定 等） 



３ いじめ防止等のための対策 

（１）人権教育の推進 

ア 道徳教育 

計画的に道徳教育を推進する。児童の実態に合わせた授業を行う。 

 

イ 人間関係づくりプログラム等の活用 

静岡県教育委員会の「人間関係づくりプログラム」やSEL（ソーシャル・エモーショナル・トレー

ニング）などを利用し授業を実施する。必要に応じて学級又は個人にソーシャルスキルトレーニ

ングを実施し、子供たちが望ましい人間関係を築くための支援を行う。 

 

ウ 交流教育の推進 

３年生から６年生までの４年間を通して交流を推進し、相手の立場に立った思いやりの心を

育てる経験を積み重ねていく。 

（ア）３年生から５年生まで、県立特別支援学校の同学年の児童と交流を重ねる。 

（イ）復生病院のホスピス利用者や病院関係者を交えた交流を４年生で実施する。 

（ウ）国立駿河療養所の利用者との交流を６年生で実施する。 

 

（２）子供の自主的活動の場の設定 

ア 集団登校 

通学区児童会の支部別に実施している。縦割りの組織を生かし、上級生が下級生の面倒を

見たり、世話をしたりすることを通して、子供たちのより良い人間関係づくりを支援する。 

イ 縦割り・ペア活動 

    １年間を通して、児童会の縦割り・ペア活動の時間を共にするペアを決める。異年齢のペア

で一緒に遊んだり、読み聞かせをしたりすることを通して上級生が下級生の児童を思いやった

り、助けたりする経験を重ねることで、思いやりの心を育てる。 

 

（３）保護者や地域への啓発 

ア 学校だより等での周知 

   （ア）「いじめ防止対策委員会」、「拡大いじめ防止対策委員会」 

イ 地域ボランティアとの連携 

（ア）登下校時の状況で気になることに関する情報の提供を依頼。 

（保護者、安全・安心・ふれ愛神山見守り隊会員） 

 

（４）いじめに関する教職員の研修 

ア 人権教育に関する研修 

いじめを人権教育としての意識を持ち、指導に当たるために人権教育を推進する。また、年度

始めに、全職員で「いじめ防止基本方針」を共有する。 

イ 児童理解、教育相談に関する研修 



いじめの背後にある、子供たちの人間関係を知り教員が介入できる関係を築くために、教育相

談（カウンセリング）の研修を継続する。 

ウ 人間関係づくりに関する研修 

学級づくりのための研修を行う。学級の状態を読み取り、要支援児童の早期発見、早期対応

に備える。 

エ 情報モラルに関する研修 

個人情報の管理、SNSやオンラインゲーム上での誹謗中傷、課金等、インターネットによるトラ

ブルの未然防止や早期対応のための研修。情報担当と連携し、必要に応じて外部講師を招聘

して行う。子供たちにiPad等の適切な使い方を指導できるようにする。 

 

（５）いじめの早期発見・早期対応 

ア アンケートの実施 

（ア） 隔月月始めに実施（市教委との連携）面談、相談は毎月 

（イ） 実施後集計し、集計結果を基に必要に応じていじめ防止対策委員会で対策を検討す

る。 

イ 担任による教育相談の実施 

（ア） 毎月１回実施（第４月曜日に「教育相談日」として実施） 

ウ SCによる教育相談の実施 

 

（６）いじめに対する措置 

ア いじめの報告 

いじめの情報を受けた際、直ちに委員会を開く。迅速に事実確認を行いその結果を市教委に

報告する。 

イ いじめが確認された場合の対応 

いじめが確認された場合は、いじめをやめさせること、いじめの再発防止のため、学校内の対

策委員会等の組織で対応する。必要に応じて、心理、福祉的な専門家の協力が必要な場合

は、いじめを受けた児童、保護者、いじめを行った児童、保護者に対して、指導、助言を行う。 

 

ウ いじめられた児童への配慮 

いじめられた児童が安心して学校生活が送れるようにするために、学習場所、その他の活動

場所への配慮、一人にさせないなどの人的配慮を行う。 

いじめを受けた子供の保護者と、いじめを行った保護者の間で争いが起ることがないように、いじめに関する

情報を双方の保護者と共有するなど必要な措置を講ずる。 

 

エ いじめた児童への処置 

校長及び教員は、いじめを行った児童に対して、教育上に必要があると認めたときには、人

格の成長のために懲戒を加えることもある。 

 



（７）重大事態への対処 

ア 調査 

重大事態が発生した場合には御殿場市教育委員会に報告し、市教委の指示に従い調査を

行う。調査組織が市教委の場合は全面協力し、学校の場合は市教委指導の下、事態への対処

や同種の事態の防止に向け、客観的な事実関係を明確にするために調査する。 

調査結果は、市教委が市長へ報告するとともに、市教委または学校が、調査結果をもとに重

大事態の事実関係などの情報を、いじめを受けた子供及びその保護者に提供する。 

イ 各対応 

（ア）児童対応（担当：主幹教諭（教務主任）・生徒指導主任） 

・臨時全校集会等の開催 

（イ）保護者対応（担当：教頭） 

・臨時保護者会の開催 

（ウ）報道機関対応（担当：教頭） 

個人情報の保護に配慮し、正確で一貫した情報提供を行う。断片的な情報で、誤解を与え

たりしないように十分留意する。また、自殺については、連鎖の可能性を踏まえ報道の在り方に

特別な注意を要する。 

（エ）警察対応（担当：教頭） 

いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは、警察に相談し、連

携して対応していく。子供の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときには、

直ちに警察に通報するなど、適切な援助を求めていく。 

 

（８）その他 

ア 見直し・変更・追加等について  

・平成28年12月22日改定 アンケートの回数を毎月に変更  

・令和４年３月３１日改定 情報モラルに関する研修追加  

・令和５年３月３１日改定 研修、アンケート内容の精選 

・令和６年３月３１日改定 人権教育内容の精選・見直し 

・令和６年１０月３１日改定 アンケートの回数を隔月に変更 

・令和７年２月１９日改定 異年齢活動 ペア活動→縦割り・ペア活動 

・令和７年９月２４日改定 いじめの定義・いじめの例の追加 対策組織の見直し 

・令和８年３月２４日改定 いじめ対応のフローチャート追加 いじめ防止対策の見直し 


